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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【公表番号】特表2009-502538(P2009-502538A)
【公表日】平成21年1月29日(2009.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2009-004
【出願番号】特願2008-524586(P2008-524586)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｂ  51/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｂ  51/00    　　　Ｋ
   Ｂ２３Ｂ  51/00    　　　Ｓ
   Ｂ２３Ｂ  51/00    　　　Ｍ
   Ｂ２３Ｂ  51/00    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月27日(2009.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸部と、
　使用時にツイストドリルの回転中心となる回転軸と、
　切削刃を有する切削先端部とを具備し、該切削刃の内側切削部が先端を形成し、該先端
の角度が１１０度から１６０度であり、
　前記切削刃の径方向外側部分は、前記内側切削部に対し軸方向に反対向きに傾斜する外
側切削部を含むことを特徴とするツイストドリル。
【請求項２】
　前記先端の角度が１２５度から１６０度であることを特徴とする請求項１記載のツイス
トドリル。
【請求項３】
　前記先端の角度が１２８度から１６０度であることを特徴とする請求項１記載のツイス
トドリル。
【請求項４】
　前記先端の角度が１３０度から１６０度であることを特徴とする請求項１記載のツイス
トドリル。
【請求項５】
　前記外側切削部は、前記回転軸に直角な平面に対して２度から８度の角度で傾斜してい
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載のツイストドリル。
【請求項６】
　前記外側切削部の幅は、ツイストドリルの直径の５％から１５％であることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか一項記載のツイストドリル。
【請求項７】
　筒状のランド部を備え、前記外側切削部は、前記筒状ランド部の最も外側の縁まで延設
されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載のツイストドリル。
【請求項８】
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　前記外側切削部の最も径方向外側部分は、前記切削先端部の外縁上に在ることを特徴と
する請求項１～７のいずれか一項記載のツイストドリル。
【請求項９】
　前記外側切削部と前記先端とが対向配置されることを特徴とする請求項１～８のいずれ
か一項記載のツイストドリル。
【請求項１０】
　タングステンカーバイドから成ることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項記載の
ツイストドリル。
【請求項１１】
　金属からなる基材に多結晶ダイヤモンドが被覆されていることを特徴とする請求項１～
１０のいずれか一項記載のツイストドリル。
【請求項１２】
　軸部と、
　使用時にツイストドリルの回転中心となる回転軸と、
　切削刃を有し、
　該切削刃は内側切削部が先端を形成し、該先端の角度が１３０度から１６０度であり、
前記切削刃の径方向外側部分は、前記内側切削部に対して軸方向に反対向きに、前記回
転軸に直角な平面に対して２度から８度の角度で傾斜する外側切削部を形成し、該外側切
削部と前記先端とが互いに対向配置され、
　前記外側切削部が、最も外側の縁まで延設されている筒状のランドとを具備することを
特徴とするツイストドリル。
【請求項１３】
　（ｉ）ねじれ溝を形成するためにドリルブランクを刻設し、
　（ｉｉ）内側切削部が先端を形成し、該先端の角度が１１０度から１６０度である切削
刃を該溝の端部に形成し、
　（ｉｉｉ）前記内側切削部に対して軸方向に反対向きに傾斜する前記切削刃の径方向外
側部分を外側切削部として形成することを特徴とする金属穿孔用のツイストドリルの製造
方法。
【請求項１４】
　前記先端の角度は、１３０度から１６０度であり、
　前記外側切削部は、前記回転軸に直角な平面に対して２度から１０度未満の角度で傾斜
していることを特徴とする請求項１３記載のツイストドリルの製造方法。
【請求項１５】
　先端の角度が１１０度から１６０度の切削先端部を持つツイストドリルを製造する方法
において、
　外側切削部を切削刃の外側部分に形成し、該外側切削部は切削刃の内側切削部に対して
軸方向に反対向きに傾斜することを特徴とするツイストドリルの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１～１２のいずれか一項記載のツイストドリルを使用することを特徴とするラミ
ネート材の穿孔方法。
【請求項１７】
　前記ラミネート材は、炭素繊維複合部材層とアルミニウム含有層を含むことを特徴とす
る請求項１６記載のラミネート材の穿孔方法。
【請求項１８】
　前記ラミネート材は、ＣＦＰＲ／Ａｌ材であることを特徴とする請求項１７記載のラミ
ネート材の穿孔方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【発明の名称】ツイストドリル及びその製造方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　切削刃により可塑化された材料は、通常の「チップ」の動作は行わず、排出面９により
直ちに螺旋状溝へ誘導される。そして、回転するドリルの端部である切削刃の外端へ移動
することができ、そこで冷却され外バリとなる。バリキャップも同じようなメカニズムで
形成される。公知の金属用ツイストドリルで形成された外バリとバリキャップを図３（ａ
）に示す。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の第１の態様は、軸部と、使用時にツイストドリルの回転中心となる回転軸と、
切削刃を有する切削先端部とを具備し、該切削刃の内側切削部が先端を形成し、該先端の
角度が１１０度から１６０度であり、前記切削刃の径方向外側部分は、前記内側切削部に
対して軸方向に反対向きに傾斜する外側切削部を含むことを特徴とするツイストドリルで
ある。この構成では、前記傾斜が、通常正の角度を有するとみなされる残りの切削刃（す
なわち内側切削部により構成される先端）の傾斜に対して外側切削部は軸方向へ「負」の
角度を持っていると考えられる。
　好適には、前記軸部は、ツイストドリルを回転する手段と連結される後部取付端を含み
、切削先端部はドリルの先端に位置している。また、好適には、外側切削部の径方向外側
部分は、外側切削部の径方向内側部分に対して軸方向前方に配置されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　各切削刃５５、５７の外周部分が外側切削部５９、６１である。外側切削部は、回転軸
に直角な平面に対して角度Ｂ、例えば３度、傾斜している。外側切削部の傾斜は先端の角
度に対して逆の傾斜なので、外側切削部の角度は負の角度、すなわち－３度とみなすこと
ができる。他の角度でもよく、好適には２度（－２度）を超え、更に好適には２度を超え
て１５度までである。
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